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記録条件仕様の変更による入院中の他医療機関受診時の記録例について 

 

平成 28年 4月請求以前においては、入院中の患者が他の医療機関を外来受診し、処方せんの交付を

受けた場合の記録については、「他医療機関受診に係る調剤基本料」のコードを記録することとされて

おりました。 

しかしながら、コード設定が２重となっていること、また、保険薬局においては各々のコードを選択

する必要があることから、平成 28 年度調剤報酬改定に併せて、通常の調剤基本料と共通のコードによ

る記録が可能となるよう、調剤行為マスター及び記録条件の変更が行われました。 

このことから、平成 28 年 5 月請求分以降の記録方法については下記のとおり変更となりますの

でご留意願います。 

 

記 

 

 記録方法 

例）療養病床入院料等を算定する病床に入院中の患者が他の医療機関を受診した場合 

●ＣＳＶの記録 

変更前 

RE,1,4112,42606,基金 太郎,1,3430210,,,13,1,7654321,基金大学病院,東京都港区新橋９９, 

医師 一郎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

TK,810000001,レセ電病院に入院中（療養病床入院料算定患者） 

 

KI,,1,1,410000510,41,,1,440003310,1,15,,,,～,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

変更後 

（レセプト共通（ＲＥ）レコード及び摘要欄（ＴＫ）レコードの記録は従前どおりのため省略） 

 

KI,,1,1,410004110,41,,1,440003210,1,35,,,,,,,～,,,,,,,,,,,,,,,,02,,, 

 

「①入院中の患者である旨、②入院医療機関

の名称、③包括入院料を算定している患者で

あるか否か」が分かるコメントを記録 

他医療機関受診専用の調剤基本料及び服薬情報等提供料のコードを使用して記録 

別表 19：02 療養病棟入院料等を算定する病床に入院中の他医療機関を受診 

調剤基本料及び服薬情報等提供料のコードを記録 

処方せんを発行した医療機関の情報を記録 

フリーコメントコードを記録 


